
労災保険が適
用された場合

労災隠しに遭っ
た場合

治療費 全額保障
全額負担、又は
一部負担

収入の保障
賃金の60％を
保証

無給

後遺症等の保
障

あり なし

死亡時の遺族
への保障

あり なし

●●●●
清清清清
水水水水
事事事事
業業業業
所所所所
でででで
起起起起
きききき
たたたた

労労労労
働働働働
災災災災
害害害害

十
一
月
は
二
件
の
災
害
が
起
こ
り
ま

し
た
。
一
件
は
、
金
型
の
移
動
回
転
作

業
の
際
に
金
型
と
金
型
収
納
ラ
ッ
ク
の

間
に
手
を
挟
ん
で
負
傷
、
も
う
一
件
は
、

チ
ラ
ー
の
気
密
試
験
時
に
残
圧
で
閉
止

フ
ラ
ン
ジ
が
吹
き
飛
び
事
故
に
至
っ
た

例
で
す
。
工
程
や
設
備
の
改
善
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
安
全
対
策
へ
の
配
慮
が

必
要
で
す
。

●●●●
被被被被
災災災災
者者者者
はははは
犠犠犠犠
牲牲牲牲
者者者者

今
回
被
害
を
う
け
た
労
働
者
に
対
し

て
、
不
利
益
な
対
応
を
し
な
い
こ
と
が

何
よ
り
も
重
要
で
す
。
誰
も
好
き
好
ん

で
ケ
ガ
を
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
今
回

の
事
故
を
理
由
と
し
た
、
不
利
益
変
更

な
ど
が
起
き
ぬ
よ
う
求
め
ま
す
。

●●●●
非非非非
正正正正
規規規規
社社社社
員員員員
にににに
配配配配
慮慮慮慮
をををを

職
場
に
入
っ
た
ば
か
り
の
人
や
、
新

し
い
仕
事
に
就
い
た
ば
か
り
の
人
に
対

し
て
、
正
規
・
非
正
規
に
関
わ
ら
ず
、

基
本
的
な
安
全
教
育
が
必
要
で
す
。

ま
た
非
正
規
社
員
の
意
見
を
く
み
上

げ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
派
遣
社
員
な

ど
の
安
全
に
対
す
る
責
任
は
、
派
遣
先

企
業
に
あ
り
ま
す
。
安
全
衛
生
委
員
会

に
、
派
遣
社
員
な
ど
の
声
が
届
く
仕
組

み
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●●●●
労労労労
災災災災
かかかか
くくくく
しししし
はははは
犯犯犯犯
罪罪罪罪

災
害
が
発
生
す
る
と
、
色
々
う
る
さ

く
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
職
場
の
管
理

者
が
「
労
災
か
く
し
」
を
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
「
労
災
か
く
し
」

は
、
れ
っ
き
と
し
た
犯
罪
で
す
。
災
害

に
あ
っ
た
労
働
者
も
、
不
利
益
を
こ
う

む
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
左
表
参
照
）

安
全
対
策
が
上
意
下
達
に
な
ら
な
い

よ
う
、
現
場
で
働
く
労
働
者
が
主
体
的

に
安
全
を
確
保
す
る
職
場
環
境
が
大
切

で
す
。
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